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家事事件研究アラカルト２
─高齢者法を中心として─

▼高齢者法の意義と可能性
▼高齢者の財産管理・承継（上）
▼高齢者の財産管理・承継（下）
▼「『高齢者法』の試み」から「高
齢者法」へ─研究と教育の交錯
▼家事・人事事件における高齢者
の権利擁護について─随想をか
なり交えて─
▼高齢当事者のもとでの遺留分侵
害額請求と消滅時効─想定事例
による検討
▼「神は細部に宿る」・
　遺留分侵害額請求の展望
▼療養介護の寄与分を生かす道
▼高葛藤・子の監護権紛争への試
行錯誤
▼子の引渡し請求と権利濫用─子
の引渡しを命ずる審判を債務名
義とする間接強制の申立てが権
利の濫用に当たるとされた事例

▼祭祀承継について─葬儀・遺骨・
墳墓の問題も含めて
▼特別縁故者に対する相続財産の
分与について─新裁判例の紹介
─
▼裁判で争う父母に共同は望めな
い─離婚後共同推進の旗を降ろ
したオーストラリア家族法改正
と親権の問い直し─
▼面会交流家事調停の「新運営モ
デル」の問題点─新自由主義的
な発想に過ぎるのでは─
▼子の最善の利益とコモンの家族
法学序説
▼日本の離婚制度の淵源について
─これからの離婚制度を見据え
て─
▼令和４年の民法改正と子どもの
権利
▼民法とその制度的前提

●本書は梶村太市・大塚正之・小川富之・栗田祐太郎・長谷川京子・西希代子・水野紀子・
本山敦・森野俊彦・渡辺義弘による、月刊誌『戸籍』1007号（令和４年12月）から
隔月ごとに登載された  「戸籍事務関係者のための家事事件概説・アラカルト」をま
とめたものを軸に、新たに書き下ろし論文を
収録したものです。

●シリーズ第２弾の今回は、高齢者法関係の論
文を数多く収録し、併せて家族法関係の離婚
訴訟についての論文などを掲載しております。

●少子高齢化が進む日本おいて、法律がいかに
これからの社会に対応していくのか、その問
題提起として多角的な視点で論じており、家
族法関係に関心のある方にとって有意義とな
る１冊です。
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